
平成 24 年 11 月 13 日 

内閣府地域主権戦略室 

 
出先機関改革（ブロック単位での移譲）に関する 

新たな対応について 
 

 

Ⅰ．大規模災害時等の万全な対応の在り方 
  大臣から特定広域連合等の長への協力指示があった場合に、「直

ちに当該指示に係る措置をとらなければならない」旨の対応義務

を法案に追加。（別紙１、別紙２参照） 

 

Ⅱ．市町村の意見反映の仕組み 
 １．反映義務の法文上の明確化 

   「できる限り市町村の意見を反映しなければならない」とす

る規定を法案に追加。（別紙３参照） 

 

 ２．出先機関の移管と市町村意見の反映 

   出先機関の移管にあたっては、大半の市町村の理解を必要と

する仕組みとする。 

   事務等移譲計画の認定に当たっては、出先機関の移管の可否

も含め大半の市町村の理解が必要である旨基本方針において明

確化。（別紙４参照） 

 

 ３．市町村意見の反映を担保する仕組み 

   事務等移譲計画及び毎年度の実施計画の作成に係る市町村意

見や特定広域連合委員会における市町村意見の反映がしっかり

と担保される仕組みとする。 

   このため、いわゆる「協議の場」の開催を市町村が常に発議

できることとし、特定広域連合等は原則として応じなければな

らない旨基本方針において明確化。（別紙５～７参照） 
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テキストボックス
資料１－１



大
規
模
災
害
時
等
に
お
け
る
各
省
大
臣
と
特
定
広
域
連
合
と
の
関
係
に
つ
い
て

○
現

行
の

法
案

で
は

、
大

規
模

災
害

時
等

に
お

け
る

各
省

大
臣

に
よ

る
特

定
広

域
連

合
等

の
長

へ
の
指
示
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

や
武
力
攻
撃
事
態
、
原
子
力
災
害
等
の
緊
急
時
法
制
に
お
い
て
も
、
こ

う
し
た
指
示
に
つ
い
て
規

定
し
て
い
る
。

○
し

か
し

な
が

ら
、

大
規

模
災

害
時

等
に

お
い

て
は

、
国

民
の

生
命

・
身

体
・

財
産

の
保

護
等

の
観

点
か

ら
、

万
一

に
も

遺
漏

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
た

め
、

大
臣

に
よ

る
広

域
連

合
の

長
へ

の
指

示
が

あ
っ

た
場

合
、

「
直

ち
に

当
該

指
示

に
係

る
措

置
を

と
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
旨

の
対

応
義

務
を

法
案

に
追

加
し

、
こ

れ
ま

で
の

緊
急

時
法

制
に

お
い

て
前

例
の

な
い

対
応

を
取

る
こ

と
と

し
た

い
。

※
現

行
の

条
文

案
は

以
下

の
と
お
り
。

○
国
の
特
定
地
方
行
政
機
関
の
事
務
等
の
移
譲
に
関
す
る
法
律
案
（
抄
）

（
非
常
事
態
に
お
け
る
管
轄
行
政
機
関
の
長
の
指
示
）

第
二

十
五

条
管

轄
行

政
機

関
の

長
は

、
災

害
対

策
基

本
法

第
二

十
八

条
の

二
第

一
項

に
規

定
す

る
緊

急
災

害
対

策
本

部
が

設
置

さ
れ

た
場

合
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

非
常

事
態

の
場

合
と

し
て

政
令

で
定

め
る

場
合

に
お

い
て

、
国

民
の

生
命

、
身

体
又

は
財

産
の

保
護

の
た

め
に

移
譲

先
特

定
広

域
連

合
等

の
協

力
が

特
に

必
要

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
移

譲
先

特
定

広
域

連
合

等
の

長
に

対
し

、
職

員
の

派
遣

そ
の

他
必

要
な

措
置

を
講

ず
べ

き
こ

と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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大
規

模
災

害
時

等
の

緊
急

時
の

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
に

係
る

出
先

法
案

の
修

正
に

つ
い

て
（

イ
メ

ー
ジ

）

（
※

）
新

型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

や
武

力
攻

撃
事

態
、

原
子

力
災

害
等

の
緊

急
時

法
制

に
お

い
て
他

に
例

を
み

な
い
も
の

。

関
西
・
九
州

局
長

職
員

そ
の
他
の
地
域

緊
急
災
害
対
策
本
部
長

（
内
閣
総
理
大
臣
）

指 揮 監 督

連
合
長

移
譲
事
務

等
の
執
行
を

補
佐
す
る
職
員

職
員

特
定
広

域
連
合

職
員
派
遣
等
で
協
力

指
示

指
示

指
示

Ａ
個
別
法
の
指
示

Ｂ
協
力
要
請

※
こ
れ

ま
で
設

置
さ
れ

た
の

は
、
東

日
本

大
震

災
の

み
。

関
西
・
九
州

国
の

出
先
機
関

局
長

職
員

そ
の
他
の
地
域

緊
急
災
害
対
策
本
部
長

（
内
閣
総
理
大
臣
）

指 揮 監 督

連
合
長

移
譲
事
務
等
の
執
行
を

補
佐
す
る
職
員

職
員

特
定
広
域
連
合

職
員
派
遣
等
で
協
力

指
示

指
示

指
示

Ａ
個
別
法
の
指

示
Ｂ

協
力
要
請

各
省

の
大

臣

※
こ
れ

ま
で
設

置
さ
れ

た
の

は
、
東

日
本

大
震

災
の

み
。

Ｃ 協 力 指 示

Ｃ 協 力 指 示

Ｄ 直 ち に Ｃ の 指 示 に 係 る 措 置 を と ら な け れ

ば な ら な い と の 対 応 義 務 （※ ）

国
の

出
先
機
関

各
省

の
大

臣
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○
認

定
を

受
け

た
特

定
広

域
連

合
等

は
、

第
三

条
に

定
め

る
基

本
理

念
に

の
っ

と
り

、
移

譲
事

務
等

そ
の

他
の

当
該

特
定

広
域

連
合

等
が

こ
の

法
律

の
規

定
に

よ
り

行
う

こ
と

と
な

る
事

務
等

の
実

施
に

当
た

っ
て

、
で

き
る

限
り

関
係

市
町

村
の

意
見

を
反

映
す

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

→
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
特

定
広

域
連

合
等

は
、

市
町

村
の

意
見

を
聴

い
た

と
き

は
、

で
き

る
限

り
当

該
市

町
村

の
意

向
を

事
務

等
移

譲
計

画
に

反
映

す
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
→

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
た
に
以
下
の
責
務
規
定
を
追
加
。

特
定

広
域

連
合

等
は

、

事
務

等
移

譲
基

本
方

針

に
即

し
て

、
市

町
村

の

意
見

を
聴

い
た

上
、

事

務
等

移
譲

計
画

を
作

成

し
、

内
閣

総
理

大
臣

の

認
定

を
申

請
す

る
こ

と

が
で
き
る
。

（
開
始
時
）

認
定

を
受

け
た

特
定

広
域

連
合

等
は

、
毎

年

度
、

市
町

村
の

意
見

を

聴
い

た
上

、
移

譲
事

務

等
の

実
施

に
関

す
る

計

画
を

作
成

し
、

関
係

行

政
機

関
の

長
に

協
議

し
、

そ
の

同
意

を
得

な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。

（
毎
年
度
）

事
務

等
移

譲
計

画
の

市
町

村
意

見
聴

取
（
§
７

③
）

毎
年

度
の

実
施

計
画

の
市

町
村

意
見

聴
取

（
§
1
9
②
）

既
に
法
案
に
規
定

法
律

に
基

づ
く

事
務

等
移

譲
基

本
方

針
（

閣
議

決
定

）

い
わ

ゆ
る

協
議

の
場

の
設

置

特
定

広
域

連
合

委
員

会
へ

の
市

町
村

代
表

の
参

加

市
町
村
の
意
見
反
映
の
仕
組
み
に
つ
い
て
（
案
）

※
実
施
計
画
の
作
成
及
び

こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
等
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出
先
機
関
の
移
管
に
対
す
る
市
町
村
意
見
の
反
映
（
イ
メ
ー
ジ
）

○
事

務
等

移
譲

計
画

に
つ

い
て

、
市

町
村

が
移

管
の

可
否

に
つ

い
て

意
見

表
明

し
た

場
合

も
、

広
域

連
合

は
で

き
る

限
り

市
町

村
意

見
を

反
映

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

意
見

市
町

村

特
定
広
域
連
合
等

事
務

等
移

譲
計

画
（
§

７
③

）
・
出

先
機

関
の

移
管

の
可

否

・
事

務
等

移
譲

計
画

の
内

容
等

出
先

機
関

の
移

管
に

あ
た

っ
て

は
、

大
半

の
市

町
村

の
理

解
を

必
要

と
す

る
仕

組
み

と
す

る
。

○
事

務
等

移
譲

基
本

方
針

（
閣

議
決

定
）

に
、

移
譲

対
象

出
先

機
関

毎
の

事
務

等
移

譲
計

画
の

認
定

に
あ

た
っ

て
は

、
大

半
の

市
町

村
の

理
解

が
必

要
で

あ
る

旨
盛

り
込

む
。

【
イ
メ
ー
ジ
】

広
域

連
合

は
で
き
る
限

り
市

町
村

意
見

を
反

映
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

4

毎
年

度
の

実
施

計
画

（
§

１
９
②

）

別
紙

４

基
本

方
針

…
大

半
の

市
町

村
の

理
解

が
必

要

⇒
大

半
の

市
町

村
の

理
解

が
得

ら
れ

な
い

ま
ま

、
事

務
等

移
譲

計
画

の
認

定
申

請
を

行
っ

て
も

、
計

画
は

認
定

さ
れ

な
い

。



市
町
村
の
意
見
反
映
の
仕
組
み
（
イ
メ
ー
ジ
）
（
い
わ
ゆ
る
協
議
の
場
）

Ａ
県

Ｃ
県

Ｂ
県

Ｄ
県

Ｅ
政

令
市

Ｆ
政

令
市

経
済

整
備

環
境

政
令
市
長

政
令
市
長

知
事

知
事

知
事

知
事

長

Ａ
県
知
事

Ｃ
県

知
事

Ｂ
県

知
事

Ｄ
県

知
事

Ｅ
政

令
市

長

Ｆ
政

令
市

長

Ａ
県
市
町
村

４
団
体

Ｂ
県

市
町

村
４
団
体

Ｃ
県

市
町

村
４
団
体

Ｄ
県

市
町

村
４
団
体

（
例

）

移
譲

事
務

等
の

処
理

に
関

し
市

町
村

の
行

政
運

営
に
影

響
を

及
ぼ

す
と
考

え
ら
れ

る
事

項
の

う
ち
重

要
な
も
の

を
協

議

移
譲
事
務
等

の
執

行
を
補

佐

す
る
職

移
譲
事
務
等

の
執

行
を
補

佐

す
る
職

移
譲
事
務
等

の
執

行
を
補

佐

す
る
職

Ａ 県 知 事

Ｂ 県 知 事

Ｃ 県 知 事

Ｄ 県 知 事

Ｅ 政 令 市 長

Ｆ 政 令 市 長
い わ ゆ る 協 議 の 場

特
定

広
域

連
合
委
員

会

別
紙

５
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Ａ 県 知 事

Ｂ 県 知 事

Ｃ 県 知 事

Ｄ 県 知 事

Ｅ 政 令 市 長

Ｆ 政 令 市 長

市
町
村
の
意
見
反
映
の
仕
組
み
（
イ
メ
ー
ジ
）
（
特
定
広
域
連
合
委
員
会
へ
の
参
画
）

Ａ
県

Ｃ
県

Ｂ
県

Ｄ
県

Ｅ
政

令
市

Ｆ
政

令
市

移
譲

事
務

等
の

執
行
を
補
佐
す
る
職

経
済

整
備

環
境

政
令

市
長

政
令

市
長

知
事

知
事

知
事

知
事

長

移
譲
事
務
等
の

執
行
を
補
佐
す
る
職

移
譲
事
務
等
の

執
行
を
補
佐
す
る
職

市
町

村
の

代
表

者
が

特
定

広
域

連
合

委
員

会
に
特
別
委
員

（
※

）
と
し
て
参
加

特
定

広
域

連
合

委
員

会

各 県 の 町 村 長 代 表

各 県 の 市 長 代 表

※
特

別
委

員
は

、
実

施
計

画
の

作
成

及
び
こ
れ

に
関

連
す
る
事

項
等

が
審

議
さ
れ

る
場

合
に
、
議

決
権

を
有

せ
ず
、
会

議
に
出

席
し
意

見
を
述

べ
る
こ
と
が

で
き
る

委
員
が
一
般
的
に
は
想
定
さ
れ
る
が
、
特
定
広
域
連
合
委
員
会
に
お
い
て
、
議
決
権
を
有
す
る
特
別
委
員
と
し
て
定
め
る
こ
と
も
可
能
。

別
紙

６

特
定

広
域

連
合

委
員

会
に
お
い
て
、
議

決
権

を
有

す
る

特
別
委
員
と
し
て
定
め
る
こ
と
も
可
能
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市
町
村
の
意
見
反
映
を
担
保
す
る
仕
組
み
の
強
化
（
イ
メ
ー
ジ
）

○
事

務
等

移
譲

計
画

及
び

毎
年

度
の

実
施

計
画

の
作

成
に

係
る

市
町

村
意

見
や

特
定

広
域

連
合

委
員

会
に

お
け

る
市

町
村

の
意

見
が

し
っ

か
り

と
担

保
さ

れ
る

よ
う

、
常

に
い

わ
ゆ

る
「

協
議

の
場

」
の

開
催

に
係

る
市

町
村

の
発

議
権

を
認

め
る

。
具

体
的

に
は

、
事

務
等

移
譲

基
本

方
針

（
閣

議
決

定
）

に
以

下
の

事
項

を
盛

り
込

む
。

⇒
市

町
村

の
意

見
が

十
分

に
反

映
さ

れ
な

い
場

合
な

ど
、

市
町

村
は

い
わ

ゆ
る

「
協

議
の

場
」

の
開

催
を

発
議

で
き

る
こ

と
と

し
、

特
定

広
域

連
合

等
は

原
則

と
し

て
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

市
町

村
の

発
議

に
よ
る
い
わ

ゆ
る
「
協

議
の

場
」
の

開
催

【
イ
メ
ー
ジ
】

作
成

作
成

意
見

特 定 広 域 連 合 等

事
務

等
移
譲
計
画
（
§
７
③
）

毎
年

度
の

実
施

計
画
（
§
１
９
②

）

市 町 村

広
域

連
合
は
で
き
る
限
り
市
町
村
意
見

を
反

映
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

7

Ａ 県 知 事

Ｂ 県 知 事

Ｃ 県 知 事

Ｄ 県 知 事

Ｅ 政 令 市 長

Ｆ 政 令 市 長

特
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